
紀の川市都市公園施設（紀の川市民体育館・若もの広場・プール・テニスコート）は、

警報が発令された場合、臨時休館となります。

臨時休館となった場合の対応は、以下の通りとなります。

①警報が出たら「その時点で」休館 ➁臨時休館に伴う返金について

種類を問わず、何らかの警報（大雨・暴風等）が 教室・スクール以外の利用につきましては、

発令された場合、ただちに臨時休館となります。 臨時休館に伴う返金等はいたしかねます。

➂18:00までに解除された場合 ➃18:00時点で警報が出ている場合

18:00までにすべての警報が解除された場合は、 18:00時点で警報が継続している場合は、

開館準備が整い次第、営業を再開いたします。 開館はせず終日臨時休館とさせていただきます。

ご来館前に必ず最新の気象情報、および当施設のHPやSNSをご確認ください。

紀の川市都市公園施設

【重要】警報発令時の体育館の営業について


